
平成２５年度 第１２回安城市定例教育委員会会議録 

 

日  時   平成２６年２月２０日（木）午後１時  

場  所   南部調理場 会議室  

出席した委員 舩尾恭代  委員長 

       都築雅人  委員長職務代理者  

       大見 宏  委 員  

       鳥居恵子  委 員  

       本田則  教育長  

出席した職員 太田直樹  教育振興部長  

       岩月隆夫  生涯学習部長  

       加藤 勉  総務課長  

              神尾壽明  学校教育課長 

       杉浦邦彦  給食課長 

       野本久恵  生涯学習課長 

       早川雅己  スポーツ課長 

       加藤喜久  中央図書館長 

       岡田知之  中央図書館主幹 

牧 浩之  文化財課長  

筒井良廣  総務課課長補佐 

傍 聴 者   な し 

開  会   午後１時１分  

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２６年２月６日開催の定例教育委員会会議録を承認 

平成２６年２月６日開催の臨時教育委員会会議録を承認 

第 ２ 委員長、教育長等の報告 

＜委員長＞ 

 ２月 ７日 西三河地方教育事務協議会 

       委員長教育長会議 

２月 ９日 安城市民デンパーク駅伝大会  

２月１５日 安城学園高校吹奏楽部定期演奏会  



２月１８日 愛知県市町村教育委員会連合会第３回理事会  

   ＜教育長＞ 

２月 ７日 シルバーカレッジ卒業式 

       西三河地方教育事務協議会 

       委員長教育長会議 

２月 ９日 安城市民デンパーク駅伝大会 

２月１０日 定例校長会 

２月１２日 第２回校長面接 

２月１３日 教育センター企画運営委員会 

      現職教育常任委員会 

２月１４日 安政会市政クラブ役員会 

      安城市教職員組合定期大会 

２月１５日 安城学園高校吹奏楽部定期演奏会 

      交通安全市民大会 

２月１８日 県教育委員会へあいさつ 

２月１９日 社会教育審議会 

      安城市防災会議 

２月２０日 市幹部会 

    以上に出席しました。 

第 ３ 議題 

第３５号議案 安城市教育委員会表彰について  

第３６号議案 平成２５年度卒業式の式辞について  

第３７号議案 安城市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて  

第３８号議案 安城市立小学校及び中学校の通学区域を定める規則の一

部を改正する規則の制定について  

第３９号議案 安城市教育センター管理運営規則の一部改正についての

答申について  

 第３５号議案から第３９号議案について、学校教育課長一括説明する。  

都築職務代理者：資料３の２ページ目の学校管理規則の改正前と改正後

の比較表のところですが、第２０条の２に「学校に栄養教諭を置くこ

とができる。」を独立させたので、第２１条の「学校栄養職員の職を



置くことができ、」はいらないのではないでしょうか。  

学校教育課長：学校栄養職員という職もございますし、栄養教諭という

職もございますので、こういった２重の条項ができてくることになり

ます。  

都築職務代理者：栄養教諭と栄養職員は、また別のものになるのでしょ

うか。  

学校教育課長：直接子供たちへの栄養の指導管理ができるというのが栄

養教諭でございまして、栄養職員というのは、教諭と一緒になって子

供たちを指導するというような違いがございます。授業に直接関われ

るのが栄養教諭という職でございます。  

都築職務代理者：栄養職員は教員ではないのですね。  

学校教育課長：教員ではないという位置づけになります。  

教育長：元々は第２１条にある学校栄養職員という形で給食センターに

関わったり、学校単位で給食を作ったりしていましたが、新たに国の

方で栄養教諭という仕組みができましたので、「学校に栄養教諭を置

くことができる」と付け加えました。現在、県の方針としては徐々に

栄養教諭に切り替えていくようになっています。採用試験においては、

栄養職員ではなくて栄養教諭を採用する形に徐々に切り替わっていま

す。これまでの栄養職員の中にも研修を受けて、栄養教諭になったと

いう方もいます。しかし、まだ現在のところ愛知県では、学校栄養職

員と栄養教諭の両方がいるという形になっています。  

給食課長：安城市の状況を補足しますと、今現在、給食を作っているの

は、南部調理場と北部調理場の２か所ですが、それぞれに県の栄養士

が３名ずつ計６名います。私が給食課に配属された平成２４年当時は、

栄養教諭３名、栄養職員３名という内訳でしたが、２５年度の初めに

は栄養職員の１名が栄養教諭に職種変換しましたので、今年度は栄養

教諭４名、栄養職員２名となりました。またさらに、栄養職員の１名

が栄養教諭に内定したと聞いていますので、教育長が述べたとおり、

徐々に栄養教諭へのシフトが進んでいます。  

舩尾委員長：管理栄養士というのが栄養職員の資格で、さらに教員免許

（栄養教諭免許）を持っているのが栄養教諭ということですよね。  

給食課長：そうです。  



大見委員：中学校の卒業式の祝辞の表現で、「明るい力」という言葉が

何となくしっくりこないのですが、どうでしょうか。力を与えていた

というのは分かるのですが、力に明るい暗いがあるのか、何となく違

和感があります。  

都築職務代理者：「前向きな力」ではどうでしょうか。  

学校教育課長：一緒に頑張りましょう、再起しようということですから、

前へ進む力、「前向きな力」の方が良いかもしれません。  

舩尾委員長：あえて「明るい」を入れなくても、「再起しようとする

力」でもいいのではないかと思います。  

教育長：それでは、「希望と力」という表現にしたらどうでしょうか。  

  （全員異議なし承認）  

第４０号議案 安城市教育委員会表彰について  

 第４０号議案について、生涯学習課長説明する。  

都築職務代理者：作品の解説をお願いします。  

生涯学習課長：この陶芸は、（９つに分かれていますが）これで一つの

作品となっています。市民ギャラリーのコレクション展に出品してい

ただいたものですが、この方は最近ではイタリアでの作品展にも出品

され、活躍されているようです。オブジェという形の陶器作品になり

ます。全部並べた状態で、１００ｃｍ×１００ｃｍで高さが４２ｃｍ

あります。  

 （全員異議なし承認）  

第４１号議案 丈山苑の開苑時間の延長について  

  （全員異議なし承認）  

第 ４ 報告事項  

（１） 寄附について  

報告事項（１）について生涯学習課長説明する。  

大見委員：発展祭での感謝状と教育委員会の表彰の違いは何でしょうか。  

生涯学習課長：金額が１００万円以上となりますと発展祭での感謝状に

なります。  

（２）第２９回安城市民デンパーク駅伝大会成績結果について  

報告事項（２）についてスポーツ課長説明する。  

舩尾委員長：いろんなチームが参加していましたし、応援している方も



たくさんいらっしゃいました。安城市での駅伝大会が定着していくの

かなと感じました。このような使い方でたくさんの皆さんが来園され

るということは、デンパークにとっても良かったですね。  

スポーツ課長：デンパークの発表によりますと、当日の入場者は大人６，

８７０人、子供２，６９５人、合計９，５６５人でこのシーズンにし

ては人数が多かったということです。  

   

  次回の臨時教育委員会 ３月１７日（月）午前９時３０分から教育

長室  

次回の定例教育委員会 ４月３日（木）午後３時から第１０会議室  

   

閉  会   午後１時４４分  

 

 

 


